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第７章 参考資料                             

１．市町村の各政策分野における「自転車活用事例」                
各種文献等で紹介されている、多摩・島しょ地域をはじめ全国の市町村において取り 

組まれている自転車活用に関する事例を整理する。 
 

（１）市町村における「自転車関連の計画」  
行政区域全域を対象とした総合的な観点での自転車まちづくりに関する計画は、多摩 

地域では立川市、武蔵野市、調布市のほか、全国では宇都宮市、上尾市、茅ヶ崎市などで

策定されている。 
また、特定地区を対象とした総合的観点からの自転車まちづくりの方針の策定（川崎市）

や、交通安全計画や都市交通計画において自転車施策を位置付けているところもみられる。 
このほか、駐輪場や自転車走行空間の整備などについて、具体的な都市整備計画を策定

しているところもみられる。 
図表 111 「自転車に関する各種計画」の主な事例 

計画の 
種別 

市町村名 計画の名称 概要 

自転車の
まちづく
りに関す
る総合的
な計画 

立川市 
立川市第 2 次 
自転車総合計画

・平成 22 年 5 月策定（計画期間：平成 22～26 年度）
・「立川市第 3 次基本計画」の分野別の個別計画の一つ

として位置付け、市民参加により策定 
・利用環境の改善、環境保全と健康増進、適正利用への

仕組みづくり、協働による計画推進の 4 分野で施策を
展開し、成果指標による進行管理を実施 

武蔵野市
武蔵野市自転車
等総合計画 

・平成 23 年１月策定（計画期間：平成 22～26 年度） 
・「武蔵野市第四期長期計画・調整計画」や「第２次武蔵

野市市民交通計画」を上位計画とし、「武蔵野市都市
マスタープラン」等と整合を図りながら、放置自転車
駐車対策や駐輪場整備だけではなく、交通安全、自転車
利用ルール・マナーの観点も含めた総合計画 

調布市 
調布市自転車等
対策総合計画 

・平成 18 年 3 月策定（計画期間：平成 22～37 年度）
・放置自転車等の課題解決に向けた総合的な自転車対策

として、①恒久的な自転車等駐車施設の設置推進、
②関係者による自転車等駐車施設の設置推進、③自転車
等駐車施設の運営・管理の適正化推進、④既存の自転車
等対策の改善・再構築の 4 つの基本方針を定めた。 

・この計画を具現化するため、平成 20 年 3 月に「調布市
自転車等対策実施計画」を策定し、基本方針を踏まえた
26 の取組を位置付けた。 

宇都宮市
自転車のまち 
推進計画 

・平成 22 年 12 月策定（計画期間：10 年後を見据えた、
平成 23～27 年度の５年間） 

・平成 15 年に策定した「自転車利用・活用基本計画」の
改定に併せ、自転車に関する総合的な計画として策定 

・「第５次宇都宮市総合計画」の分野別計画に掲げる基本
施策「円滑で利便性の高い総合的な交通体系を確立する」
ための計画であり、総合計画や「宇都宮都市交通戦略」
などにおける都市及び都市交通の将来像を実現する
ため、目標や課題、施策などの相互の関係を明示 
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計画の 
種別 

市町村名 計画の名称 概要 

上尾市 
上尾市自転車の
まちづくり基本
計画 

・平成 26 年 3 月策定（計画期間：平成 26～35 年度）
・都市計画マスタープランに示した「自転車のまち

“あげお”」の実現を目指し、①自転車が快適に利用
できるまち、②自転車マナーが良く安心・安全なまち、
③「上尾市＝自転車」とイメージされるまちの 3 つの
目標・ビジョンを掲げ、ハード・ソフト両面から総合的
な自転車施策を横断的に位置付けている。 

茅ヶ崎市
ちがさき自転車
プラン 

・「ちがさき自転車プラン」（第 1 次プラン）は平成 16
年 3 月策定（計画期間：平成 16～26 年度） 

・平成 14 年 3 月に策定した「茅ヶ崎市総合交通プラン」
の基本方針に基づくもので、走行空間の整備、教育・
子育て、環境分野などをはじめ、分野横断で取り組む
べき自転車利用促進のための具体的な施策を示す。 

・平成 26 年４月に「第２次ちがさき自転車プラン」を
策定した（計画期間：平成 26～36 年度）。意識啓発、
道路駐輪場整備、乗り方・楽しみ方の３つの柱に関連
施策や事業を位置付けている。 

大野市 
大野市自転車 
を活用した 
まちづくり計画

・平成 25 年 3 月策定（計画期間は概ね 10 年間） 
・「第五次大野市総合計画」を上位計画とする。 
・平成 30 年開催予定の「福井しあわせ元気国体」におい

て自転車ロードレース競技が開催され、全国各地から
多くの自転車ファンや観光客が訪れることが期待できる
ため、自転車の通行空間ネットワークや、駐輪場等の
ハード施策と、交通ルールの遵守やマナー向上のための
ソフト施策に関する方針を策定 

堺市 
堺市自転車利用
環境計画 

・平成 25 年 6 月策定（計画期間：平成 25～34 年度）
・「堺市マスタープラン さかい未来・夢コンパス」を上位

計画とする。 
・平成 16 年の「堺自転車環境共生まちづくり基本計画」

策定から９年が経ち、状況の変化によって自転車利用の
ニーズが高まったことから策定 

岡山市 
自転車先進都市
おかやま実行 
戦略 

・平成 24 年 8 月策定（計画期間：平成 24～33 年度）
・平成 21 年 10 月に策定した「岡山市都市交通戦略」

において、自転車を市にふさわしい交通手段の一つと
位置付けている。自転車政策に取り組むに当たり、これ
を総合的に推進するために策定 

・「誰もが自転車を“安全”で“便利”に“楽しく”使う
ことができる都市」をコンセプトに、取り組むべき施策
を５つの分野に整理し、波及的な展開が期待されるまち
づくり上の効果を示している。 

高松市 

高松地区におけ
る自転車を利用
した都市（まち）
づくり計画 

・平成 20 年 11 月策定（計画期間：平成 20～27 年度）
・関係機関が行う自転車利用に係る各種施策や事業をより

実効性のあるものとするため、総合的に体系化したもの
・総合計画やマスタープラン、平成 14 年策定の「高松市

自転車利用環境総合整備計画」と連携させ整合性を図る。

北九州市
北九州市自転車
利用環境計画 

・平成 24 年 11 月策定（計画期間：10 年間） 
・自転車走行空間や駐輪施設などのハード施策に加え、

ルール・マナー教育、利用促進などのソフト施策も含め
た総合計画 

・「世界の環境首都の実現」、「健康増進」、「街なか
のにぎわいづくり」、「自転車のある新しいライフスタ
イル創出」を目標に掲げる。 
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計画の 
種別 

市町村名 計画の名称 概要 

大分市 
大分市自転車 
利用基本計画 

・平成 18 年 3 月策定（計画期間：10 年間の計画推進
プログラムを計画に位置付け） 

・「バイシクルフレンドリータウン～自転車が似合うまち」
の創造に向けて様々な取組を進めるための指針 

・「自転車で元気・きれいなまち おおいた」、「自転車に
乗りたくなるまち おおいた」、「自転車に快適に乗れる
まち おおいた（安全快適ネットワークづくり）」、
「自転車に快適に乗れるまち おおいた（安心・便利に
停められる空間づくり）」、「自転車に乗る人が楽しく、
やさしいまち おおいた」を目標とする。 

奈良県 
【参考】

奈良県自転車 
利用促進計画 

・平成 22 年策定（計画期間：3 年後に中間評価、5 年後
に総括的な評価を実施） 

・自転車による広域的な周遊観光を促す環境づくりを推進
し、県内の滞在型観光の拡大による観光振興や地域活性
化を図る。また、自転車の利用促進により、県民の健康
増進や環境にやさしいまちづくり等の実現を図る。 

・安全・快適でわかりやすい自転車利用ネットワークを
構築する「ハード施策」と、自転車を利用しやすい環境
を創出する「ソフト施策」をあわせて実施する。 

・具体の取組として、①「選択と集中」による自転車利用
ネットワークの充実、②民間事業者、ＮＰＯ等との協働
による自転車利用環境の創出、③情報発信の充実、
④継続的な取組を支える体制づくり、⑤PDCA サイクル
によるマネジメントの実施 を位置付ける。 

特定地区
における
自転車ま
ちづくり
の方針 

川崎市 

川崎駅東口周辺
地区総合自転車
対策基本計画 

・平成 22 年８月策定（計画期間：平成 22～31 年度） 
・10 年間を計画期間とし、３段階（第１：平成 22 年度／

第２：平成 23 年度～平成 25 年度／第３：平成 26
年度～平成 31 年度）に区分し、各施策の優先度・実現
性を踏まえ段階的に実施 

・各施策を「新総合計画川崎再生フロンティアプラン実行
計画」に位置付け、着実に推進 

川崎駅東口周辺地

区総合自転車対策

第 2 期実施計画 

・平成 26 年３月策定（計画期間：平成 26～28 年度） 
・「川崎駅東口周辺地区総合自転車対策基本計画」（平成

22 年 8 月策定）の第 2 期実施計画 

交通安全
計画 

町田市 
町田市交通安全
行動計画 

・平成 24 年度策定（計画期間：平成 24～28 年度） 
・「町田市基本構想・基本計画」、内閣府が策定する「第

９次交通安全基本計画」、東京都が策定する「第９次
東京都交通安全計画」を上位とし、各計画と連携 

・重点課題の一つに「自転車の安全利用の促進」を位置
付け、市民活動の支援、道路の管理・整備、啓発に関す
る具体的な施策を掲げる。 

武蔵野市
平成 26 年度 
武蔵野市 
生活安全計画 

・平成 26 年４月策定（計画期間：平成 26 年度） 
・「武蔵野市生活安全条例」に基づき、市民が安心して

暮らせるまちづくりを推進するため、防犯、防災、保健
衛生など専門分野の関係機関や、教育、コミュニティ、
商工業者、NPO など各方面からの協力により、この計画
を策定 

・重点目標の一つに自転車の安全対策の推進を位置付ける。

小平市 
小平市交通安全
計画 

・平成 23 年度策定（計画期間：平成 23～27 年度） 
・重点施策の一つに自転車の安全利用促進のための交通安

全教育・啓発の推進を位置付け。改定に当たり「自転車
安全利用五則」を追加 
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計画の 
種別 

市町村名 計画の名称 概要 

交通計画
における
自転車関
連施策の
位置付け 

八王子市
新八王子市総合
都市交通体系 
整備計画 

・平成 16 年度策定（計画期間：平成 16～32 年度） 
・目標年次は「八王子市都市計画マスタープラン」（平成

15 年３月）と整合を図り、平成 32 年とする。 
・「基本構想・基本計画（八王子ゆめおりプラン）」や

「八王子市都市計画マスタープラン」の分野別計画と
して位置付ける。 

・目標達成のための施策の一つとして「歩行者・自転車の
快適性向上」に言及 

三鷹市 
交通総合協働 
計画 2022 

・平成 24 年 3 月策定（計画期間：平成 23～34 年度）
・計画期間は「第 4 次三鷹市基本計画」と連携させている。
・「地域公共交通総合連携計画」であるとともに、これま

で５年ごとに策定していた「三鷹市交通安全計画」につ
いても、本計画における交通安全対策として位置付ける。

・「交福（交通福祉）」という理念のもと、みたかバス
ネットの推進、交通体系の多様化への対応、役割分担と
連携・協働の 3 つの基本方針を定め、事業を推進する。

・重点的に取り組む課題の一つに自転車に関する事業を
位置付ける。 

町田市 
町田市交通 
マスタープラン

・平成 18 年２月策定（計画期間：平成 18～概ね平成 42
（2030）年） 

・環境負荷の少ない都市空間づくりに向け、自転車利用の
促進について言及 

駐輪場 
整備に 
関する 
計画 

武蔵野市
武蔵野市三駅 
周辺自転車等 
駐車場整備計画

・平成 22 年 3 月策定（計画期間：平成 22～26 年度）
・市内の鉄道駅周辺における自転車等駐輪場の整備計画 

日野市 

日野市自転車等
駐車場整備基本
計画 

・平成 22 年４月策定（計画期間：平成 22～31 年度） 
・計画策定に当たり、学識経験者・鉄道事業者・道路管理

者・交通管理者・商店会代表・市民委員等からなる
「市自転車等問題対策協議会」において検討 

・市内の各駅の需要に応じた自転車等駐車場の整備方針を
示す。 

将来を見据えた
自転車等駐車 
環境整備実施 
戦略 

・平成 26 年５月策定（計画実施期間：平成 27～32 年度）
・「日野市自転車等駐車場整備基本計画」の施策方針に

基づく具体的な戦略 
・市営駐輪場の大半が無料のため、財政負担、利用率の

偏在、民営駐輪場の経営圧迫等の問題が生じており、
市営駐輪場の有料化、撤去手数料の増額、放置禁止区域
の拡大などの施策を示す。 

川崎市 

自転車の適正 
利用に向けた 
駐輪場利用促進
プラン 

・平成 23 年 2 月策定（計画期間：平成 22～24 年度）
・外部委員会において、自転車の適正な利用促進を目指し

た新たな料金体系などについて検討を進め、平成 22 年
4 月に「駐輪場の適正な料金設定と新たな管理運営に
関する提言」が取りまとめられた。 

・この提言を基に、駐輪場の適正利用や管理運営に向け、
市が取り組むべき施策の方向性として、①駐輪場の利用
促進、②駐輪場・保管所運営の改善・効率化、③公民
連携による駐輪場整備促進の 3 つの基本方針を定め、
8 つの施策を位置付けた。 

自転車 

走行空間

整備に関

する計画 

小田原市
小田原市自転車
ネットワーク 
計画 

・国土交通省・警察庁の「安全で快適な自転車利用環境
創出ガイドライン」に準拠し、市内の自転車利用環境
の現状と課題を踏まえ、安全、快適、環境、観光、健康
の観点から、基本方針と目標を設定 
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計画の 
種別 

市町村名 計画の名称 概要 

・市内の自転車の発集地点を中心に、自転車ネットワーク
軸を設定し、道路構造やピクトグラム（何らかの情報や
注意喚起のための視覚記号）等のデザインなど自転車
走行空間の整備を進める路線を選定 

・その他、自転車利用ルールの周知や駐輪場の整備、利用
促進などの関連施策・事業を示す。 

高松市 

高松市中心部 
における自転車
ネットワーク 
整備方針 

・平成 20 年 11 月策定（計画期間：平成 20～27 年度）
・平成 14 年に「高松市自転車利用環境総合整備計画」

で示した自転車ネットワーク整備路線をベースに、平成
19 年に自転車有識者がまとめた「香川の自転車利用
に関する提言書」や近年の自転車利用動向を踏まえて
再点検したもの 

・提言書で掲げられた「歩行者・自転車の安全・快適な
空間の確保」に向け具体的施策を実行していくため、国・
県・市・県警が連携して自転車利用環境整備を計画的
に推進し、効率的に自転車ネットワークを構築すること
を示す。 

大分市 
大分市自転車 
走行空間ネット
ワーク整備計画

・平成 25 年 7 月策定（計画期間は、平成 25～27 年度を
ステップ１、平成 28～32 年度をステップ２、平成 33
年度以降をステップ３と位置付け） 

・「大分市総合計画」、「大分市都市計画マスタープラン」、
「大分市自転車利用基本計画」の下位計画に位置付ける。

・走行空間のネットワークの構築をはじめとするハード
施策と、ルール・マナーの周知など自転車の適正利用
を促すためのソフト施策について定める。 

・３年間（ステップ１）の目標をハード・ソフト両施策
でそれぞれ設定し、ステップの最終年度に取組内容の
検証や目標設定の見直しを行う。 

 
 
（２）市町村における「自転車関連の条例」  
政策分野横断的な視点を持った自転車のまちづくりに関係する条例は、全国的に見ても

限られている。 
平成 26 年 10 月に施行された「堺市自転車のまちづくり推進条例」では、自転車の安全

利用・放置自転車対策のほか、自転車まちづくりに関する計画の策定や、安全利用、環境

負荷低減、観光振興、健康増進等の観点からの自転車まちづくりを推進する人材の養成、

また官民協働に取り組む点などが示されている。 
自転車の安全利用に関して、多摩地域では、武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、国立

市などが条例を制定している。 
また、多摩・島しょ地域以外では、自転車利用施設やレンタサイクル事業などに関する

条例を制定する市町村がみられる。 
一方、多摩地域をはじめ、多くの市町村では、自転車の放置禁止区域の指定や放置自転

車の取扱いなど放置対策に係る条例や、公営駐輪場の管理・運営に関する条例、民間駐輪

場の附置義務に関する条例を制定している。 
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図表 112 「自転車に関する各種条例」の主な事例 

条例の種別 市町村名 条例の名称 

自転車の 
まちづくり 

堺市 堺市自転車のまちづくり推進条例 

安全利用 

武蔵野市 武蔵野市自転車等の適正利用及び放置防止に関する条例 

三鷹市 三鷹市自転車の安全利用に関する条例 

府中市 府中市自転車の安全利用に関する条例 

調布市 調布市自転車等の駐車対策の総合的推進に関する条例 

国立市 国立市自転車安全利用促進条例 

奈良市 奈良市自転車等の安全利用に関する条例 

高松市 高松市自転車等の適正な利用に関する条例 

今治市 今治市自転車の安全な利用の促進に関する条例 
市民協働に
よる自転車
まちづくり 

堺市 堺市自転車環境共生まちづくり基金条例 

自転車 
利活用 

施設・事業 

宇都宮市 
宇都宮市サイクルステーション条例 

宇都宮市サイクリングターミナル条例 

岡山市 
岡山市レンタサイクル条例 

岡山市コミュニティサイクル事業実施条例 

高松市 高松市レンタサイクル条例 

大分市 大分市レンタサイクル条例 

放置対策 

八王子市 八王子市自転車等の放置の防止に関する条例 

立川市 立川市自転車等放置防止条例 

三鷹市 三鷹市自転車等の放置防止に関する条例 

青梅市 青梅市自転車等の放置防止に関する条例 

府中市 府中市自転車の放置防止に関する条例 

昭島市 昭島市自転車等の放置防止等に関する条例 

町田市 町田市自転車等の放置防止に関する条例 

小金井市 小金井市自転車等の駐車秩序に関する条例 

小平市 小平市自転車等の放置防止に関する条例 

東村山市 東村山市自転車等の放置防止に関する条例 

国分寺市 国分寺市自転車等の放置防止に関する条例 

福生市 福生市自転車等の放置防止等に関する条例 

狛江市 狛江市自転車等の放置防止等に関する条例 

東大和市 東大和市自転車等放置防止等に関する条例 

清瀬市 清瀬市自転車等の放置防止に関する条例 

東久留米市 東久留米市自転車等の放置防止に関する条例 

多摩市 多摩市自転車等の放置防止に関する条例 

稲城市 稲城市自転車等の放置防止に関する条例 

羽村市 羽村市自転車等の放置防止に関する条例 

西東京市 西東京市自転車等の放置防止に関する条例 

瑞穂町 瑞穂町自転車等の安全利用に関する条例 

宇都宮市 宇都宮市自転車の放置防止及び自転車駐車場の整備に関する条例 

上尾市 上尾市自転車放置防止条例 

茅ヶ崎市 茅ヶ崎市自転車等の放置防止に関する条例 

開成町 開成町自転車等の放置防止に関する条例 

川崎市 川崎市自転車等の放置防止に関する条例 

堺市 堺市自転車等の放置防止に関する条例 

岡山市 岡山市自転車等放置防止条例 

尾道市 尾道市自転車等の放置の防止に関する条例 

今治市 今治市自転車等の放置の防止に関する条例 

北九州市 北九州市自転車の放置の防止に関する条例 

大分市 大分市自転車等の放置の防止等に関する条例 
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条例の種別 市町村名 条例の名称 

公営駐輪場
の運営 

立川市 立川市自転車等駐車場条例 

武蔵野市 武蔵野市有料自転車駐車場条例 

青梅市 青梅市有料自転車等駐車場条例 

昭島市 昭島市自転車等駐車場条例 

調布市 調布市立自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例 

町田市 
町田市自動車駐車場又は自転車駐車場に設ける標識に関する条例 

町田市自転車等駐車場条例 

小金井市 小金井市有料自転車駐車場条例 

東村山市 東村山市有料自転車等駐輪場条例 

国分寺市 国分寺市有料自転車等駐車場条例 

国分寺市 
国分寺市市道の附属物である自動車駐車場又は自転車駐車場に 
設ける標識に関する条例 

福生市 福生市自転車等駐車場条例 

狛江市 
狛江市道路法第 24 条の２第１項の規定に基づき駐車料金を徴収 
する自動車駐車場又は自転車駐車場に関する条例 

清瀬市 清瀬市有料自転車等駐車場条例 

多摩市 多摩市営駐輪場条例 

あきる野市 あきる野市自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例 

瑞穂町 
箱根ケ崎駅自転車等駐車場及び箱根ケ崎駅東西自由通路の設置 
及び管理に関する条例 

宇都宮市 
宇都宮市自転車駐車場条例 

宇都宮市道路の附属物である自動車駐車場又は自転車駐車場に 
設ける標識の表示事項を定める条例 

上尾市 上尾市自転車駐車場条例 

川崎市 川崎市道路附属物自転車等駐車場の標識の設置に関する条例 

茅ヶ崎市 茅ヶ崎市自転車駐車場条例 

開成町 開成町自転車等駐車場条例 

大野市 大野市自転車駐車場設置条例 

奈良市 奈良市自転車駐車場条例 

岡山市 岡山市自転車等駐車場条例 

高松市 高松市有料自転車等駐車場条例 

尾道市 尾道市自転車駐車場設置及び管理条例 

今治市 今治市自転車駐車場条例 

大分市 大分市自転車駐車場条例 

民間施設等
における駐
輪場の整備 

日野市 日野市自転車等の駐車秩序の確保に関する条例 

川崎市 川崎市自転車等駐車場の附置等に関する条例 

岡山市 岡山市自転車駐車場附置義務条例 

 
 
（３）市町村における政策分野別にみた「自転車を活用した具体的取組事例」  
 ①教育・子育て分野  

「教育分野」における取組としては、安全利用講習の受講者への自転車運転免許証の 
交付や、それに伴う優遇措置の付与のほか、スケアード・ストレート（スタントマンに 
より交通事故現場を再現し事故の怖さを実感させる教育手法）など、児童・生徒を対象と

した交通安全教育の実施や、高齢者や社会人などを含め市民全般を対象とした自転車安全

利用に向けた多様な啓発事業、自転車を活用した防犯活動等が実施されている。取組体制

として、市民や自転車販売店、地元企業などとの連携が図られているものも少なくない。 
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「子育て分野」における取組としては、幼児２人同乗用自転車の貸出しや、自転車、 
ヘルメット等の購入費用の助成を行うところがみられる。 
 

図表 113 「教育・子育て分野」の主な取組事例 
注）★：官民連携の取組 ☆：民間主導の取組 

取組の名称 概要 主な実施主体 

自転車運転 
に係る免許証の
交付・認定制度 

・自転車の安全利用に向けたマナー・
ルールに関する講習会の受講者に対し、
免許証交付や認定 

立川市 狛江市 町田市 宇都宮市
堺市（★） 北九州市 

・免許証保有者に対し、TS マーク（自転
車安全整備士のいる自転車店で点検整
備された安全な自転車に貼付されるマ
ークであり、傷害保険・賠償責任保険が
付帯）の付帯保険料の助成や、市有施設
利用料金の割引などの優遇措置を付与 

武蔵野市 三鷹市 松山市 

自転車の安全 
利用に関する 
ワークショップ
の開催 

・自転車利用率の高い高校生などが対象の
 ワークショップを通じた通行ルートの
 検証、地域内での適切な乗り方、啓発

グッズ・レインウェアの開発、イベント
の開催等 

茅ヶ崎市（★） 今治市（★） 

市民に対する 
自転車安全利用
に向けた啓発 

・動画、ポスターの作成や、冊子、マップ、
 ステッカーなどの啓発グッズの作成・

配布、標語の募集 

八王子市 小平市 東村山市 
新島村 茅ヶ崎市 堺市（★） 
尾道市 大分市 

・イベントの開催 立川市 瑞穂町 堺市（★） 

・自転車シミュレーターを活用した交通
安全教室の開催 

北九州市 

市民に対する 
自転車利用に 
関する指導 

・高齢者を対象とした自転車の運転実技・
交通安全に関する講習 

日野市 清瀬市 上尾市（★） 

・老人クラブから推薦されたシルバー 
リーダーに対する交通安全講習 

昭島市 

・企業、大学、団体等への交通安全に 
関する出張講習会の実施 

武蔵野市 

・幼児 2 人同乗用自転車安全教室の開催 西東京市 

・指導員によるマナーアップに向けた街頭
での指導 

川崎市 

・公募市民からなる「自転車安全利用推進
隊」による自転車安全利用キャンペーン
の実施 

浦安市（★） 

・地域生活支援に向けた自転車の楽しみ方
に関する生涯学習講座 

東大和市 瑞穂町 

・自転車に乗れない人を対象とした実技の
指導 

立川市 

児童・学生を対象
とした自転車 
安全に関する 
講習等の開催 

・自転車の正しい乗り方や交通ルールに 
関する交通安全教室の開催 

調布市 小平市 清瀬市 新島村 
神津島村 青ヶ島村 川崎市 
茅ヶ崎市 今治市 大分市 

・スケアード・ストレート（交通事故の 
再現により事故の怖さを実感させる 
安全教室）の開催 

昭島市 町田市 狛江市 東大和市
武蔵村山市 多摩市 西東京市 
羽村市 川崎市 

自転車店主に 
よる生徒を対象
とした運転・整備
指導 

・ 地元自転車店の店主が、中学校自転車部
の外部講師として、マナーをはじめ、競
技としての自転車の乗り方までを指導 

・中学生を対象とした整備講習会の実施

青梅市内の自転車店（☆） 
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取組の名称 概要 主な実施主体 

自転車を活用 
した防犯活動 

・自転車に取り付ける防犯帯の配布 武蔵野市 

・地元金融機関の市内各支店と、防犯パト
 ロールの協力について覚書を取り交わ

し、業務中に「地域安全パトロール」
のボディパネルを着装した車両やパト
ロールプレートを付けたバイク・自転車
で巡回 

府中市（★） 

幼児 2 人同乗用
自転車の貸出し 

・幼児 2 人同乗用自転車の子育て家庭へ
の貸出し。（安全講習の受講や保管場所
の確保などを要件とする。） 

三鷹市 国立市（★） 町田市（★）
堺市 

自転車購入費用
等の助成 

・幼児２人同乗用自転車（BAA 基準
（一般社団法人自転車協会が制定した
自転車安全基準）の適合車）購入費の
一部を助成 

西東京市 

・幼児・児童用自転車ヘルメット購入費用
の一部助成 

青梅市 西東京市 大野市 

自転車ヘルメッ
トの着用促進 

・自転車ヘルメットの着用を推進している
「自転車安全利用応援店」において、
自転車ヘルメットを見せることで、施設
利用料や一部商品の割引等のサービス
付与 

宇都宮市（★） 

 

 ②医療・介護・福祉分野  

「医療・介護分野」における取組としては、健康増進の観点からの自転車利用に関する

実証実験や、自転車を活用した介護予防事業が行われている。 
「福祉分野」においては、外出が困難な高齢者等を対象とした自転車による送迎や 

買い物代行などを行うＮＰＯ、自治会等を中心とした活動のほか、自治体による学生や 
障がい者等への駐輪場利用料の減免などが行われている。 
 

図表 114 「医療・介護・福祉分野」の主な取組事例 

取組の名称 概要 主な実施主体 

サイクリング 
による健康増進 

・自転車走行と健康との関係について、
「自転車健康モニター」による実証実験
を実施 

上尾市（★） 

・日々の自転車利用時間や走行距離、消費
エネルギー量、心身の変化等を記録する
ための記録表を作成・公表 

福山市 

自転車を活用した
介護予防事業 

・自転車の運転や軽度のストレッチ運動
などのレッスンを実施 

宇都宮市（★） 

自転車による 
高齢者の移動支援 

・自転車による送迎、買い物代行、高齢者
の安否確認、外出同行 

八王子市（★） 立川市（☆） 
武蔵村山市（★） 

自転車駐輪場 
利用料の減免 

・学生、障がい者、生活保護受給者等に
対する利用料金の一部助成・無料化 

八王子市 青梅市 府中市 
西東京市 奈良市 

注）★：官民連携の取組 ☆：民間主導の取組 
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 ③産業・文化・観光分野  

「産業・文化・観光分野」における取組としては、全般的に官民連携や民間主導による

ものが多くみられる。観光客等を対象としたレンタサイクルの運営や、レースなどの自転

車関連イベントの開催のほか、サイクルトレインの運行、自転車利用者向けの拠点施設 
としての公共施設やコンビニエンスストアの利活用、サイクリストに対するサービス・ 
情報発信など、実施内容も多岐にわたる。 
 

図表 115 「産業・文化・観光分野」の主な取組事例 

注）★：官民連携の取組 ☆：民間主導の取組 
取組の名称 概要 主な実施主体 

観光客、余暇利用
者を対象とした
レンタサイクル 

・地域の状況に応じた実施 
（乗り捨て可能なシステムを導入する 
地域もあり。） 

福生市 瑞穂町（★） 奥多摩町（☆）
宇都宮市（★） 茅ヶ崎市（☆） 
開成町（★） 金沢市（★） 
尾道市 今治市 

・風力発電で充電した電気自転車を活用
したレンタサイクルを運営するほか、
サンゴの養殖を体験できるエコツー
リングを観光メニューとして企画 

八丈町（★） 

・市内の公共施設、宿泊施設等 20 か所
以上にレンタサイクルステーションを
設置し、通常の自転車に加え、世界の
トップメーカーの多様なスポーツバイ
クが利用できるほか、ヘルメットやメッ
センジャーバッグ、ズボンクリップなど
のグッズが無料で利用可能 

新潟市（★） 

自転車関連 
イベントの開催 

・自転車関連レースの開催 

青梅市（★） 日の出町（★） 
檜原村（★） 奥多摩町（★） 
大島町（★） 新島村（★） 
三宅村（★） 白馬村（★） 
今治市（★） 大分市（★） 

・集客イベントの開催 
八丈町（☆） 宇都宮市（★） 
上尾市（★） 尾道市（★・☆） 

・まちなかに設置するサイクルスタンドの
デザインコンテストの開催 

今治市 

地域密着型自転
車レースチーム
の発足・運営 

・地域密着型のプロスポーツチームの発足
・地域イベントや市民に対するスポーツ教

育の場への参加を通じた地域貢献活動 
立川市（★） 宇都宮市（★） 

サイクル 
トレインの運行 

・自転車レースや観光イベントに併せて
や、一定期間の土曜・休日に自転車を
そのまま列車内に持ち込めるサイクル
トレインを運行 

南会津町（☆） 白馬村（☆） 
今治市（★） 

自転車利用者に対

する乗船料の割引 

・市内発着の旅客船に自転車を持ち込む
利用者に対し、乗船料を割引 

尾道市（★） 

自転車利用者 
向け拠点施設の
整備・運営 

・自転車利用者向け拠点施設を、まちなか
 や公園内に整備し、自転車のレンタル、
 トイレ・休憩スペースやシャワー・ロッ

カーの提供、修理用工具等の貸出し、
市内観光情報等のサービスを提供 

・「買い物弱者」向けの買い物代行サービ
スや友好都市の産品販売などの多機能
化を図るところもあり。 

福生市 宇都宮市（★） 開成町 
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取組の名称 概要 主な実施主体 

・公共施設、観光施設、コンビニエンス
ストアにおいて、修理用工具・空気入れ
の無料貸出しとスポーツバイク用の
駐輪ラックを完備 

宇都宮市（★） 開成町 大野市（★）
高松市（★） 今治市（★） 
尾道市（★） 

・サイクリスト向け複合施設として、愛車
ごと宿泊可能なホテル、高級自転車
メーカー直営サイクルプロショップ、
地元食材を供するレストラン、自転車に
乗ったまま利用できるカフェ等を展開 

尾道市（★） 

自転車利用者 
向けサービスの
提供 

・市内飲食店でレンタサイクル利用者に
対する優待サービスを実施 

宇都宮市（★） 

・サイクリング中のトラブルに対応可能
な協力自転車店の紹介、レスキューポイ
ントまでの移動のための自転車ラック
を搭載したタクシーの紹介 

尾道市（★） 

・サイクリストが宿泊施設を選択する際
に重視すると思われる情報をホーム
ページにて発信 

尾道市 

・オーダーメイドによる自転車ツアーの
コーディネート・ガイド、オリジナル
自転車グッズの販売 

今治市（☆） 

・景観の良好な地点や飲食店などを巡る
サイクリングコースの設定 

白馬村 高松市（☆） 

 
 ④環境分野  

「環境分野」における取組としては、リサイクルの観点から、一定期間引き取りのない

放置自転車のレンタサイクルへの活用や海外への譲与のほか、環境負荷低減や地球温暖化

対策の観点から、経済的インセンティブを付与するなどによるモーダルシフト（環境に 
優しい輸送手段に転換すること）に向けた取組が行われている。 
 

図表 116 「環境分野」の主な取組事例 

取組の名称 概要 主な実施主体 

放置自転車の 
利活用 

・一定期間保管後、引き取りのない放置自
転車のうち再利用可能なものを自転車
販売店等に譲与し、リサイクル車として
販売 

昭島市（★） 東村山市（★） 
国立市 東大和市（★） 
東久留米市（★） 上尾市（★） 
開成町（★） 高松市（★） 

・一定期間保管後引き取りのない放置自転
 車のうち再利用可能なものをレンタ

サイクルに活用 
宇都宮市 岡山市 大分市 

・「再生自転車海外譲与自治体連絡会」
に参加し、引き取りのない放置自転車を
再整備し、海外へ譲与 

・再生自転車の組立てとメンテナンスに
係る技術者養成のため、「技術移転ワー
クショップ」の開催と再生自転車活用
状況のモニタリング及びメンテナンス
指導を実施 

武蔵野市 

自転車の利活用
促進 

・電動アシスト付き自転車や幼児 2 人
同乗用自転車を購入する市民に対し、
補助金を交付 

安城市 尾道市 
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取組の名称 概要 主な実施主体 

・市内での自転車利用活性化による自動車
 からのモーダルシフトを図るため、渡船

に係る自転車普通運賃と通勤自転車定
期券の値下げを実施 

北九州市（★） 

・自動車から自転車へのモーダルシフトを
図るため、市職員通勤手当規則を改定
し、自転車通勤手当を増額する一方、短
距離の自動車通勤手当の半額化を実施 

名古屋市 

・市職員の近距離移動用に電動アシスト
自転車を購入し、自転車活用を促進 

あきる野市 

注）★：官民連携の取組 ☆：民間主導の取組 

 

 ⑤都市づくり・交通・防災分野  

「都市づくり・交通分野」における取組としては、自転車道や自転車レーン、駐輪場な

どのハード整備がみられるほか、交通渋滞緩和に向けたサイクル・アンド・バスライドや、

まちなかでの自転車利用促進、地域における自転車走行ルールづくり、サイクリング 
マップの作成など多様なソフト施策が展開されている。 
このほか、「防災分野」における取組としては、東日本大震災発生後、災害発生時の情報

伝達等の活動における自転車の機動性の高さに注目が集まり、避難所への自転車の配置や、

災害時の自転車の調達等に関する官民の協定、消防団への自転車の配備などに取り組む 
地域もみられる。今後も同様の取組が各地で展開されることが期待される。 
 

図表 117 「都市づくり・交通・防災分野」の主な取組事例 

注）★：官民連携の取組 ☆：民間主導の取組 
取組の名称 概要 主な実施主体 

自転車走行空間
の整備 

・自転車道ネットワークの構築に向けた
検討・整備 

三鷹市 堺市 川崎市 開成町 
岡山市 

・自転車レーン導入に向けた社会実験の
実施・本格導入 

小平市 上尾市 川崎市 大野市 
岡山市 北九州市 

サイクル・アン
ド・バスライド 
駐車場の整備 

・自宅等からバス停まで自転車で向かい、
バス停付近の駐輪場に駐輪しバスに乗
り換え、目的地へ向かうシステムの導入

八王子市 三鷹市 茅ヶ崎市（★）

まちなかにおけ
る自転車への 
モーダルシフト 

・まちなかの交通渋滞を緩和のため、
パークアンドライド・サイクルライド
（自動車駐車場に自転車を置き、自転車
を利用したり、駐車場近くのバス停から
バスに乗り換えたりして目的地に向か
うシステム）として、駐車場利用者を
対象とした無料レンタサイクルを実施 

つくば市 奈良市 

駅周辺での 
レンタサイクル・ 
シェアサイクル 

・地域内に複数のポート（自転車貸出し・
返却場所）を設置し、異なるポートへの
返却が可能なサイクルシェアリングの
社会実験の実施・本格導入 

小金井市（☆） 立川市 福生市 
茅ヶ崎市（★） 堺市 岡山市（★）
高松市 北九州市（★） 

・鉄道駅等を拠点とする無料または有料の
レンタサイクルの実施 

立川市 大野市 
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取組の名称 概要 主な実施主体 

タクシーへの 
自転車搭載 
サービス 

・車両後部の専用キャリアに自転車を分解
せずに搭載できるタクシーの運行 

つくば市（★） 北九州市（★） 

短時間駐輪の 
無料化 

・買い物客等の短時間の駐輪利用ニーズに
 対し、無料での駐輪サービスを実施 

立川市 府中市 川崎市 岡山市 

民営駐輪場の 
整備に対する 
補助 

・鉄道駅周辺地区で駐輪場を整備しようと
する民間事業者に対し、建設費や運営費
の一部を補助 

町田市 小金井市 川崎市 

自転車利用 
に関する地域の
ルールの整備 

・東京都北多摩南部建設事務所及び管内 
自治体との連携により、自転車利用者・
歩行者・自動車運転者の通行ルール周知
と道路上のサイン統一に関する「自転車
利用共通ルール（案）」を取りまとめ、
試験的に導入 

三鷹市 府中市 調布市 小金井市
武蔵野市 狛江市 西東京市 

・鉄道駅周辺での自転車利用の自粛や、商
店街における押し歩き推奨、乗入れ禁止

東大和市 川崎市 高松市 

・警察官と市職員の連携によるルール違反
の指導・取締り 

昭島市 

・県内全域でのタンデム（２人乗り）自転
車の走行解禁 

愛媛県 

自転車走行 
に関する法定外
表示の導入 

・自転車が通行すべき部分を路面表示する
マークの導入 

昭島市 小平市 東久留米市 

自転車利用に 
関するマップ 
作成 

・推奨走行ルートのほか、駐輪場、放置
禁止区域、拠点への所要時間等、利用者
に必要な情報を掲載した地図の配布、
ホームページ上での公開 

八王子市 立川市 町田市 
宇都宮市 上尾市 川崎市 
新潟市 大野市 奈良市 
大分市 北九州市 

自転車の利活用
に向けた関係団
体の検討組織の
設置 

・総合的な取組を推進するため、市民、
商業事業者、道路管理者、交通管理者、
鉄道事業者等で構成する協議会を設置 

立川市 

自転車の利活用
に向けたイベン
トの開催 

・自転車を活用したまちづくり計画の発表
や、自転車ピクトグラムのデザイン公募
の表彰、基調講演、パネルディスカッ
ションなどのイベントを実施 

大野市 

災害時の活動用
自転車の配備 

・市内の広域避難所となる小学校 25 校
に、災害時の情報収集活動のため、リサ
イクル自転車を 1 台ずつ配置 

小田原市 

・県自転車商協同組合と、大規模災害時の
 移動・伝達手段として、自転車の調達

及び整備に関する「防災協定」を締結 
横須賀市（★） 

・消防団への災害活動用自転車の配備 柏市（★） 中津川市（★） 
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２．自治体・住民アンケート調査票【原票】                  
（１）多摩・島しょ地域市町村対象のアンケート調査票  
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（２）全国の先進都市対象のアンケート調査票  
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（３）多摩・島しょ地域住民対象のアンケート調査票〔インターネット・アンケート〕   
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